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公募型プロポーザル実施要領 

 

 

１ 実施の目的 

飯坂公園は、当市の東北部、飯坂地籍の東飯坂市営住宅団地内に位置する街区公園である。市

営住宅団地造成工事に伴い整備され、児童の遊び場や団地入居者の憩いの場として利用されて

いる。 

一方、飯坂東公園は、飯坂地積の飯坂土地区画整理事業地内に位置する街区公園である。公

園の整備にあたっては、地域住民が親しみやすく潤いのある空間となるよう検討され、周辺住

民の憩いのスペースとして活用され、子供から高齢者まで幅広く利用されている。 

なお、両公園の周辺では、土地区画整理事業が完了し、急速に住宅化が進んでいる。近隣に

は小学校や保育園、市営住宅があり、人口が集中している地区である。 

当市では、市内の都市公園を安心安全に利用していただくために、公園施設長寿命化計画に基

づき、公園施設の計画的な修繕・更新に取り組んでおり、本工事では、これらを踏まえた長寿命

化対策工事の実施にあたって、限られた事業費を最大限に有効活用し、公園利用者へのサービス

向上に資することを目的に、受注候補者の選定にあたって、豊富な経験と高い専門知識を有する

事業者から提案された事業提案を一定の基準で評価・選定する「公募型プロポーザル」を実施す

る。 

また、提案にあたっては、別添の「要求水準書」を踏まえた提案を求める。 

 

２ プロポーザルの概要 

（１）工事名 

令和６年度（繰越）公園施設長寿命化対策支援事業 

飯坂公園・飯坂東公園長寿命化対策工事（設計・施工） 

（２）工事箇所 

駒ヶ根市 飯坂公園・飯坂東公園  

（３）内容 

本工事は、事業者からの提案に基づき、飯坂公園・飯坂東公園長寿命化対策工事をデザ

インビルド方式によって設計及び施工を一括に行う。 

（４）工事概要  

①実施設計（金入り設計書、設計図面等の成果品の提出含む） 一式 

②長寿命化対策工事（遊戯施設・土工・基礎含む） 一式 

③その他安全対策等付帯工事（案内板・安全柵等） 一式 

④旧遊具撤去 一式 

※下記契約上限金額の範囲内で追加して実施可能な提案があれば積極的な追加提案を

求める。 



（５）履行期間 

契約締結日から令和８年３月１３日まで 

（６）総事業費（上限額） 

２１，５１６，０００円（消費税額及び地方消費税額を含む） 

 

３ 全体スケジュール 

公募及び全体スケジュールは次のとおりとする。ただし、都合により変更となる場合がある。 

項目 スケジュール 

公告 令和７年６月１７日（火） 

参加表明書の受付期間 
令和７年６月１７日（火）から 

令和７年７月 ４日（金）まで 

参加表明書等に関する質問書の受付期間 
令和７年６月１７日（火）から 

令和７年６月２７日（金）まで 

参加表明書等の関する質問書の回答期間 
令和７年６月１７日（火）から 

令和７年７月 ２日（水）まで 

説明会・現地見学会 令和７年６月１９日（木） 

企画提案書の提出期間 
令和７年７月 ８日（火）から 

令和７年８月 ５日（火）まで 

企画提案に関する質問書の受付期間 
令和７年７月 ８日（火）から 

令和７年７月２９日（火）まで 

企画提案に関する質問書の回答期間 
令和７年７月 ８日（火）から 

令和７年８月 １日（金）まで 

審査（プレゼンテーション） 令和７年８月１８日（月） 

受注候補者選定結果の公表 令和７年８月２２日（金） 

見積入札 令和７年８月２８日（木） 

設計・施工 契約日～令和８年３月１３日 

供用開始（予定） 令和８年３月２７日（金） 

 

４ 参加要件 

本工事のプロポーザルに参加できる者は、単体企業又は特定建設工事共同企業体（以下、共同

企業体という。）とする。プロポーザルに参加できる者は、単体企業の場合は（１）に掲げるす

べての要件、共同企業体の場合は（２）に掲げる全ての条件を満たしている者であって、駒ヶ根

市長が指定する日時までに、「公園施設長寿命化対策支援事業 飯坂公園・飯坂東公園長寿命化

対策工事（設計・施工）に係る公募型プロポーザル実施要領」で指定する参加表明書等を提出し、

駒ヶ根市長による参加資格の確認を受けた者とする。また、共同企業体の資格審査及び共同請負

の実施については「共同請負実施要領」（昭和５４年７月１７日告示第５２号）によるほか、本

公告に定めるところによるものとする。 



なお、参加者は単体企業又は共同企業体のいずれかでの参加とし、共同企業体の場合にあって

は、各構成員は２以上の共同企業体の構成員となることはできないものとする。 

（１）単体企業の場合 

①地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者

であること。 

②公告日から入札日までの間に駒ヶ根市から指名停止の措置を受けていない者である

こと。（参加資格の確認を受けた後に指名停止の措置を受けた場合は、参加資格は取

り消すものとする。） 

③駒ヶ根市暴力団排除条例（平成２４年条例第１０号）第２条第２号に規定する暴力団

員又は同条例第６条第１項に規定する暴力団関係者でないこと。 

④国税及び地方税を滞納していないこと。 

⑤令和７・８・９年度の駒ヶ根市建設工事等入札参加資格者名簿の「とび・土工・コン

クリート工事」又は「造園工事」に登録されている者で、公告日現在においても登録

されている者であること。 

⑥一般社団法人日本公園施設業協会のSP認定企業又は「都市公園における遊具の安全

確保に関する指針（改訂第３版）」若しくは「遊具の安全に関する規準（最新

版）」に準拠した製品を納めることができる企業であること。 

⑦平成２７年４月以降に単体企業又は共同企業体の代表構成員として、国又は地方公共

団体が発注した遊具施設の設置工事において、コンサルティングや設計、構造物の製

作、施工のいずれかを元請で受託し、公告日現在において当該業務が完了している実

績のある者であること。 

（２）共同企業体の場合 

①共同企業体の構成員は、上記（１）①から⑤の要件にあっては全てが、⑥から⑦の要

件にあっては、当該構成員のいずれかが満たしていること。 

②一構成員あたりの出資比率は３０％以上であること。ただし、代表者となる者の出資

比率が構成員中最大であること。 

 

５ 説明会・現地見学会 

参加を希望する場合は、開催日程を確認の上、開催日前日までの申し込みが必要となる。 

（１）開催日時   令和７年６月１９日（木）午前１０時００分 

（２）開催場所   飯坂公園・飯坂東公園 

 

６ 参加表明書の提出 

（１）提出期間   令和７年６月１７日（火）から令和７年７月４日（金）まで 

（土曜日、日曜日、祝日を除く。午前８時３０分から午後５時１５分まで） 

（２）提出     持参又は郵送とする。 

（ア）単体企業の場合 

①参加表明書（様式第１号） 

②会社概要書（様式第２号） 

③工事実績調書（様式第３号） 

④配置予定技術者調書（様式第４号） 



（イ）共同企業体の場合 

①参加表明書（様式第１号） 

②会社概要書（様式第２号） 

③工事実績調書（様式第３号） 

④配置予定技術者調書（様式第４号） 

⑤共同企業体協定書の写し 

※その他市長が必要と認める書類（指示があった場合に限る） 

（４）参加資格の確認 

参加申請書類及び参加資格等の確認を行うものとし、参加資格を満たしている者には、

企画提案書等の書類提出について令和７年７月７日付けで通知するものとする。 

 

７ 参加表明書等に関する質問書の受付及び回答 

（１）提出期間   令和７年６月１７日（火）から令和７年６月２７日（金）まで 

（土曜日、日曜日、祝日を除く。午前８時３０分から午後５時１５分まで） 

（２）提出方法   別添の質問書（様式第６号）により、持参、郵送、ＦＡＸ又は電子メー

ルにて提出すること。 

（３）回答期間   令和７年６月１７日（火）から令和７年７月２日（水）まで 

（４）回答方法   市ホームページに掲載 

 

８ 企画提案 

本プロポーザルに参加する者（以下「企画提案者」という）は、次の提出書類一式を作成して

提出すること。提案数は、１者につき１案に限る。 

（１）提出期間   令和７年７月８日（火）から令和７年８月５日（火）まで 

（土曜日、日曜日、祝日を除く。午前８時３０分から午後５時１５分まで） 

（２）提出方法   持参又は郵送とする。 

（３）提出書類 

提出書類は次の①から⑥で構成する。 

①企画提案書（表紙 様式第５号） 

②提案内容の概要図（レイアウト、完成予想イラストなど） 

※整備内容全体のコンセプトやイメージが明示されていること 

※子どもの絵などと比較し、実際の大きさや配置がイメージできること 

③製品の概略寸法、材質等のわかる図面 

※想定のイメージでも可とする 

④設計及び工事費内訳書 

※設計費並びに工事費で内訳を分けること 

※交付金対象を明示すること 

⑤計画工程表 

⑥実施体制調書（体制や技術力、専門性の強みや優位性、市内企業の活用など） 

⑦配置予定技術者届出書（様式第４号） 



⑧その他評価項目に応じた提案資料（任意様式） 

（４）提出部数 

①提案書正本（①～⑥を綴り込み）【表紙に企画提案者の押印あり】１部 

②提案書副本（①～⑥を綴り込み）【押印なし】１０部 

③提案書副本電子データ（ＰＤＦ形式）一式（ＣＤ－Ｒ等で提出） 

 

９ 企画提案に関する質問書の受付及び回答 

（１）受付期間   令和７年７月８日（火）から令和７年７月２９日（火）まで 

（土曜日、日曜日、祝日を除く。午前８時３０分から午後５時１５分まで） 

（２）提出方法   別添の質問書（様式第６号）により、持参、郵送、ＦＡＸ又は電子メー

ルにて提出すること。 

（３）回答期間   令和７年７月８日（火）から令和７年８月１日（金）まで 

（４）回答方法   市ホームページに掲載 

 

１０ ヒアリング及びプレゼンテーションの実施 

企画提案書を基に、次のとおり選定委員会が評価を行うためのプレゼンテーション及びヒア

リングを実施する。 

（１）企画提案書類を審査し、企画提案者が選定審査対象から除外されないか確認するものと

し、企画提案者へは、確認できしだい随時に提案審査への出席（日時や場所等の詳細を

含む）について連絡するものとする。 

なお、プロポーザル参加者が１者のみの場合でも選定を行うものとする。 

（２）出席者（説明者）は、５名以内とする。 

（３）原則として各社２０分のプレゼンテーション及び１０分程度のヒアリング（質疑応答）

を、順次個別に行う。 

（４）プレゼンテーションの内容は提出された企画提案書に基づくものとする。 

（５）説明にあたり、説明者はパソコン、プロジェクター及びスクリーンを使用することがで

きる。この場合、パソコンは参加者の持込みとする。 

（６）候補者の選定 

提案審査終了後、最優秀提案（第１位）の者を受注候補者として選定するものとする。 

（７）審査基準及び配点 

当市が設置する選定委員会における提案審査は、次の得点化基準及び評価基準のとおり

内容を審査するものとする。評価点は、評価基準の各評価項目における配点に評価結果

に設定した得点化基準率を乗じた値を各項目の点数とし、各評価項目の合計を評価点数

とする。 

（８）最低基準 

総合評価点の６割以上であることを最低基準点とし、最低基準点を満たさない提案者は

選定（受注候補者、次点候補者）の対象としない。 

（９）応募者が１者の取扱い 

最低基準点を満たす場合は、当該提案者を受注候補者とする。 



【得点化基準】 

評 価 判 断 基 準 得点化基準率 

Ａ 特に優れている 1.0 

Ｂ 優れている 0.7 

Ｃ 普通 0.5 

Ｄ やや劣る 0.3 

Ｅ 劣る 0.0 

 

【評価基準】 

評価項目 評価の着目点 配点 

テーマ・コンセプト 

公園利用者の利便性や安全性の向上に寄与する提案とな

っているか。 
30 

整備内容が、飯坂公園と飯坂東公園の景観や特徴に合った

魅力的な提案（形状、色調、配色等）となっているか。 
40 

構造・形態 

色々な遊びの形態（のぼる、くぐる、すべる、ゆれる、は

ねる・とぶ、ぶらさがる等）が盛り込まれているか。 
20 

複数人が同時に利用できるよう構造・配置等の工夫はされ

ているか。 
20 

安全に対する配慮 

設置する構造物へのからまり、引っ掛かり、落下、挟み込

みなど、予期せぬケガ（ハザード）への対応が適切である

か。また、遊び方や注意事項などを記載した案内板、安全

マット、安全柵等が適切に配置されているか。 

30 

維持管理 

構造体の使用期間が長寿命化するよう耐久性・耐食性に優

れた材料を使用しているか。また、維持管理（交換・補修）

がしやすい材質・構造・塗装となっているか。 

20 

利用者ニーズ アンケート結果を反映した提案となっているか。 30 

事業実施体制に関す

る評価 

事業の実施体制（設計、施工等）は、適切な役割や責任の

分担が明確で、技術者の配置や資格が適正であり、企業の

強みが生かされているか。また、市内企業の活用が配慮さ

れているか。 

20 

事業工程計画に関す

る評価 

設計から工事完了まで全体のスケジュールは適切で実効

性のある計画であるか。また、事業全体の完了期間を短縮

する工夫がされているか。 

20 

総事業費の評価 
提案上限額の範囲内で、積極的な追加提案がされている

か。 
20 



実績に関する評価 
過去の設計・施工等の実績において、創造性や安全性、技

術力について評価できるか。 
20 

総合評価 
提案書の内容をよく補完したプレゼンテーションとなっ

ているか。また、積極的に取り組む意欲があるか。 
10 

合計  280 

 

（10）選定審査対象除外 

次に掲げる事項に該当するときは選考対象から除外するものとする。 

①企画提案者 が次のいずれかに該当するとき。 

・ヒアリング又はプレゼテーションに出席しなかったとき。 

・虚偽の申請を行い、参加資格を得たとき。 

・この要領に違反、又は著しい逸脱が明らかなったとき。 

・その他不正行為が認められたとき。 

②提案書類が次のいずれかに該当するとき。 

・提出方法、提出先、提出期限に適合しないとき。 

・定められた作成形式又は記載上の留意事項に示された要件に適合しないとき。 

・提案書類に虚偽の記載が明らかなったとき。 

・「設計及び工事費内訳書」に記載された総事業費が上限額を超過したとき。 

 

１１ 選定結果の通知・公表 

（１）事業者選定 

選定は、選定委員会での評価を基に、評価点の高い順に順位を決定し、最高得点の提案

者を受注候補者として、第２位を次点候補者とする。 

審査の結果、最高点のものが同点で２者以上ある場合は、評価項目の「テーマやコンセ

プト」の得点が高いものから順に受注候補者、次点候補者を決定する。 

それでもなお、同点の場合、評価項目の「利用者ニーズ」の得点が高いものから順に受

注候補者、次点候補者を決定する。 

（２）選定結果の通知予定時期 

選定結果については、令和７年８月２２日（金）に通知するものとし、併せて、駒ヶ根

市ホームページに掲載するものとする。 

 

１２ 契約相手方の決定 

（１）「１１．選定結果の通知・公表」において特定した受注候補者から見積書を徴し、地方

自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により随意契約を行う。 

（２）受注候補者との契約が成立しない場合は、次点候補者から見積書を徴収し随意契約を行

うものとする。 

 

１３ 留意事項 



（１）技術者の配置 

配置予定技術者届出書に記載した配置予定の監理技術者及び主任技術者は、原則として

変更できないものとする。やむを得ない理由により変更する必要が生じた場合には、市

と協議の上、変更の可否を決定するものとする。 

（２）追加文書の提出 

当市が必要と認める場合は、追加書類の提出を求める場合がある。 

（３）資料等の目的外使用の禁止 

市が提供する資料は、申請に関わる検討以外の目的で使用することを禁じる。 

また、この検討の目的の範囲内であっても、当市の了承を得ることなく第三者に対して

これを使用させ、又は内容を提示することを禁じる。 

（４）費用負担 

本プロポーザルの参加に関する費用は、すべて企画提案者の負担とするものとする。 

（５）提出された書類等の取扱い・著作権 

①採択された企画提案書の著作権は市に帰属する。 

②本プロポーザルに関する公表・展示及びその他当市が必要と認める場合には、提案者

の承諾を得たうえ、企画提案書並びに提案内容の概要図等を市が無償で使用できるも

のとする。 

③提出された書類等は、返却しないものとする。 

④提出された書類等は、駒ヶ根市情報公開条例（平成１１年１２月２０日条例第２５号）

に基づく情報公開の請求により開示することがある。 

（６）この要領に定めるもののほか、事業者選定に係る必要な事項については選定委員会が別

に定めるものとする。 

（７）本業務の実施にあたり必要な事項は、契約相手方となる事業者と協議し定めるものとす

る。 

 

１４ 問合せ先（申請書等提出先） 

〒399-4192 長野県駒ヶ根市赤須町20番1号 

駒ヶ根市 総務部 財政課 契約財産係 

TEL 0265-83-2111（内254、255） 

FAX 0265-83-4348 

mail：keiyaku@city.komagane.lg.jp 


